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はじ めに 

 近年、 周産期医療や新生児医療の進歩によ り 、 人工呼吸器や酸素吸入、 経管

栄養、 導尿などの医療的ケアを日常的に必要と する 事例が増えていま す。  

 そのため、 医療的ケア児及びその家族が心身の発達や状況等に応じ て適切な

支援を受けら れる よ う にする こ と が課題と なっ ています。  

 令和３ 年９ 月に、「 医療的ケア及びその家族に対する 支援に関する 法律（ 以

下、「 医療的ケア児支援法」 と いう 。）」 が施行さ れま し た。 こ の基本理念は、

「 医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支える こ と を旨と し てお

こ なわなければなら ない」 と 明記さ れていま す。 ま た、 地方公共団体は医療的

ケア児及びその家族に対する 支援に係る 施策を 実施する 責務を、 保育所等は在

園する 医療的ケア児に対し 適切な支援を行う 責務を 有する と 明記さ れま し た。  

 静岡市では、 令和３ 年よ り 医療的ケア児を市立こ ども 園で受入れをし ており

ま す。 医療的ケア児支援法の基本理念を踏ま え、 医療的ケア児の円滑な受入

れ、 安全・ 安心なこ ども 園利用を推進する ために、 ガイ ド ラ イ ンを策定し ま し

た。  

 

 

 

令和７ 年４ 月 

こ ども 未来局こ ども 園運営課 
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１  市立こ ど も 園における 医療的ケア 

 

１ ） 医療的ケアと は 

   医行為（ 医療行為） は、「 医師の医学的判断及び技術をも ってする のでなければ

人体に危害を及ぼし 、 又は危害を及ぼすおそれのある 行為」 を指し ます。 医行為に

は、 医師が常に自ら 行わなければなら ないほど高度に危険な行為（ 絶対的医行為）

と 、 看護師等、 他の医療従事者の能力を考慮し た医師の指示に基づいて委ねら れる

行為（ 相対的医行為） があり ます。 看護師が行う 相対的医行為は、 保健師助産師看

護師法の第５ 条【 看護師の定義】 における 診療の補助にあたり ま す。  

   医療的ケアと は、 法律上に定義さ れている 概念ではあり ません。 し かし 、 一般的

に在宅等で日常的に実施さ れている 、 喀痰の吸引、 経管栄養、 気管切開部の衛生管

理、 導尿等の医行為を指し ま す。  

   医師免許や看護師免許を持たない者は、医行為を反復継続する 意思をも って行う

こ と はでき ま せん。 し かし 、 平成 23 年度の制度改正によ り 、 看護師等の免許を持

たない者（ 介護福祉士、 介護職員） も 医行為のう ち、 痰の吸引等の５ つの特定行為

（ ※） に限り 、研修を終了し 都道府県知事に認定さ れた場合には、「 認定特定行為業

務従事者」 と し て、 一定の条件の下で制度上実施でき る こ と と なり ま し た。  

   医療的ケアは、一般的に在宅等で日常的に実施さ れている 相対的医行為です。そ

し て、 日常生活に必要な医療的な生活援助行為です。  

※５ つの特定行為と は次のと おり です。  

    ①口腔内の喀痰吸引 ②鼻腔内の喀痰吸引 ③気管カニュ ーレ 内の喀痰吸引 

    ④胃ろう 又は腸ろう によ る 経管栄養 ⑤経鼻経管栄養 

 

２ ） 保育と 医療的ケアの協働 

   こ ども 園は、 保育の必要なこ ども の保育を行う こ と で、 健全な心身の成長発達を

図る 生活の場です。 それは、 医療的ケア児においても 同様で、 一人ひと り の発達・

発育に応じ た保育を提供する こ と が重要です。 医療的ケア児と 周り のこ ども 達が、

共に生活する 中で育まれる 豊かな関わり と 相互理解を支えていき ま す。  

   こ ども 園において実施さ れる 医療的ケアは、医師の指示に基づいて施設に配置さ

れた看護師が実施し ます。 医療的ケア児の保育は、 保育教諭と 看護師が協働し て周

り のこ ども 達と の関わり の中で、 安全かつ適切な医療的ケアを実施する と と も に、

こ ども 園全体で医療的ケア児を支援し ていき ます。  
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２  市立こ ど も 園における 医療的ケアの実施 

  

１ )  受入条件 

次の受け入れ条件を踏まえて、 個々に協議し ま す。  

① 保育の必要があり 、 集団保育が可能である こ と  

② 病状や健康状態が安定し ている こ と  

③ 日常的に保護者が自宅で行っている 医療的ケアが確立し 、 保護者によ る 安定

し た医療的ケアが行われている こ と  

④ 病状や医療的ケアに関する 情報を保護者と こ ども 園で十分に共有でき る こ と  

⑤ 必要に応じ て受診同行や面談などで、 主治医と の連携が図れる こ と  

⑥ こ ども 園での受入れ体制（ 人員配置や施設環境） が整えら れている こ と  

   ※受入れ施設については、 状況によ り 施設を限定する 場合があり ます。  

  

 ２ ） 医療的ケアの種類と 対象年齢など 

市立こ ど も 園で実施する 医療的ケアの種類や実施する 時間等は以下の内容と し

ま す。  

  （ １ ） 医療的ケアの種類 

    ・ 経管栄養（ 経鼻、 胃ろう 、 腸ろう ）  

    ・ 喀痰吸引（ 口腔内、 鼻腔内、 気管カニュ ーレ内）  

    ・ 導尿 

    ・ 酸素吸入 

    ・ イ ンス リ ン注射 

    ・ 市長が必要と 認める 医療的ケア 

 

  （ ２ ） 児童の年齢 

     集団保育・ 集団生活が可能（ 主治医意見書等で判断） な全ての年齢の児童 

 

 （ ３ ） 医療的ケアが可能な時間帯 

   ・ 週５ 日（ 月～金）、 土日・ 祝日・ 年末年始（ 12/29～1/3） を除く  

    ・ 原則９ 時から 16 時までの範囲内と する  

 

３ ） 医療的ケアの提供者 

   市立こ ども 園における 医療的ケアは看護師が実施し ま す。看護師は主治医・ 園医・

保護者と の連携の中で当該児童の健康状態を適切に把握し 、その情報を園内の関係

者に周知する 役割も 担いま す。 ま た、 安全かつ適正な実施に向けて、 ケアに必要な 

  手順書を作成し ます。  
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３  保護者と こ ど も 園、 主治医、 園医、 およ び関連機関と の連携 

 

 医療的ケア児の受入れに関する 窓口は、 こ ど も 未来局こ ど も 園運営課が所管し ま す。  

医療的ケア児の受入れに関わる 専門職、 関係機関と その役割は以下の通り です。  

 

関連機関 役  割 

保護者 医療的ケア児及び医療的ケアの情報提供 

保護者の希望、 不安、 悩みの表出 

主治医 医療的ケア児受入れに関する 意見、 医療的ケアの指示・ 指導 

医療的ケアの変更や緊急時の対応指示 

園医 健康診断、 平時における 支援 

 

医療的ケア児判定会医師 

 

年１ 回、 判定会において受入れの可否についての意見や指示 

医療的ケア児等 

コ ーディ ネータ ー 

医療的ケア児がこ ども 園で医療的ケアを受け生活でき る よ う

調整 

こ ど も 園 

保育教諭 

医療的ケア児に対する 保育、 保育等記録の保管 

事故やケガなど の対応 

看護師 医療的ケア計画書に基づいた、 医療的ケアの実施 

保育教諭と 連携し た安全な保育 

子育て支援課 入園に関する 手続き 、 保護者から の相談対応 

 

こ ど も 園運営課 全体的な窓口、 医療的ケア申請受付、 利用調整、 保護者から

の相談対応、 ケア環境の整備、 医療的ケア児判定会の開催 

医療的ケアを 行う 看護師の配置調整 
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４  申込みから 利用ま での流れ 

 

月 項目 保護者 
静岡市 Ａ : 市立こ ども 園 

    Ｂ ： こ ども 園運営課 

８ 月 

頃ま

でに 

利用相談 

面接① 

入園を 希望する こ ども 園

に、 利用相談をし てく だ

さ い。   

 

Ｂ は、 保護者にこ ど も の様子や状

況を確認し 、 面接①の日程調整を

し ま す。 医療的ケア児コ ーディ ネ

ータ ーと 連携し ま す。  

8 月 

9 月 

面接① 

必要書類を 渡す 

 

体験保育 

（ 2 回程度）  

面接①に参加し てく ださ

い。  

 

園での体験保育を行なっ

てく ださ い。  

面接①でＢ から 保護者に「 申込み

から 利用ま での流れ」 と 必要書類

について説明をし ま す。  

Ａ は、 体験保育にて、 集団生活の

中でのこ ど も の様子を 観察し ま す 

10 月 

～ 

11 月 

必要書類の提出 

 

医療的ケア児 

判定会 

必要書類を 、 期日ま でに

Ａ に提出し てく ださ い。   

医療的ケア児判定会に、

こ ども と 保護者が一緒に

参加し てく ださ い。  

Ｂ から 、 保護者に医療的ケア児判

定会の日程等連絡し ま す。  

施設における 集団保育の可否等協

議し ま す。  

12 月 判定結果の通知 医療的ケア児判定会の結

果が通知さ れま す。  

Ｂ は、 入園する 園で医療的ケアを

提供する 環境や看護師の配置を調

整し ま す。  

1 月 入園決定の通知 入園について通知さ れま

す。  

子育て支援課よ り 、 入園する 園を

通知し ま す。  

2 月 入園手続き  

 

入園手続き を行ってく だ

さ い。  

 

3 月 入園準備 

 

面接② 

「 主治医の指示書」 を 提

出し てく ださ い。  

面接②に参加し てく ださ

い。  

Ａ から 、 園での生活や持ち物につ

いて説明し ま す。  

面接②で、 Ｂ は保護者に医療的ケ

アや支援体制など説明し ま す。  

4 月 入園 

医療的ケア開始 

 

面接③ 

園での様子や実際の医療

的ケアを確認し てく ださ

い。  

面接③に参加し てく ださ

い。  

Ｂ 及び看護師は、 医療的ケア計画

書の作成、 医療的ケアの研修を行

いま す。（ 対象： 保育教諭・ 看護

師） 面接③で、 Ｂ は保護者と 入園

後の児の様子や医療的ケアの実

際、 園の環境について情報交換し

ま す。  
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＜提出書類＞ 

  □入園申込に関する 書類 

 １ 号児…静岡市立こ ども 園入園許可申請書、 教育・ 保育給付認定申請書（ １ 号用）  

     個人番号（ マイ ナンバー） 申告書 

 ２ ・ ３ 号児…教育・ 保育給付認定申請書兼保育利用申込書、 児童世帯状況調査票、  

       個人番号（ マイ ナンバー） 申告書、「 保育を必要と する 事由」 を証明する 書   

類（ 保護者の勤務先から 証明をいただく 場合があり ま す。）  

  □医療的ケア事業利用申込書 

□医療的ケアに関する 主治医の意見書 

（ 受診料や文書料等は申込者でご負担いただき ま す。）  

□家庭での生活記録「 家庭での様子」  

□保育児童票 

 

＜面接① 利用相談後＞ 

  保護者に「 申込みから 利用ま での流れ」 と 必要書類について説明をし ま す。 希望する

こ と や不安なこ と など 教えてく ださ い。  

 

＜体験保育＞ 

入園を希望する こ ども 園にて、こ ど も 及び保護者の参加にて２ 回程度、体験保育を実

施し ていただき ま す。 実施日は、 こ ども 園と 相談し てく ださ い。 こ ども の様子や医療的

ケアについて情報を 共有し ま す。 なお、 体験保育中の医療的ケアは、 保護者の方に実施

し ていただき ま す。  

 

＜医療的ケア児判定会＞ 

   年１ 回、 主治医意見書、 体験保育の結果など を参考にし ながら 、 医師、 こ ども 園、 こ

ども 園運営課が集団保育が可能である か判定し ま す。  

 

＜面談② 入園の決定後＞ 

「 主治医意見書及び「 主治医指示書（ 主治医が作成する 書類で、 看護師が実施する 医

療的ケアの具体的内容を指示する 書類）をも と に、適切な医療的ケアが実施でき る よ う 、

教育・ 保育を行う 上での注意事項等の確認・ 協議のため、 こ ど も 園で保護者と の面談を

実施し ま す。  

 

＜面談③ 入園後＞ 

   入園後、 保護者と 入園後の児の様子や医療的ケアの実際、 園の環境について情報交

換し ま す。  
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５  医療的ケア実施体制 

 

１ ）  医療的ケア実施に関する 情報の共有 

こ ど も 園は、「 医療的ケアに関する 主治医意見書」 の内容を確認し 、 主治医等の指

導及び助言を 受け、 医療的ケアを実施し ま す。 医療的ケアに関する 情報は、 こ ども 園

長、 担当保育教諭、 看護師等の職員で共有し ま す。  

 ま た、 こ ど も 園における 医療的ケアの実施にあたって、 市は医療的ケアの安全実施

をマネジメ ント する 体制を 構築し ま す。  

 

２ ）  関係者の役割 

   こ ど も がこ ども 園内で安全に医療的ケアを受けながら 、 集団保育を受け快適に過ご

せる よ う に、 こ ども 園園長、 保育教諭、 看護師、 医療的ケア児等コ ーディ ネータ ー、

主治医等が連携し ていき ま す。  

・ こ ど も 園長は、 医療的ケア児の保育及び医療的ケアの安全実施のマネジメ ント を行

いま す。  

・ 保育教諭は、 保護者や医療的ケアを 実施する 看護師と 連携し 、 こ ども の集団保育を

行いま す。 こ ど も 園における 生活状況を保護者に報告し ま す。  

・ 医療的ケアを行う 看護師は、 必要に応じ て保育教諭と 連携し 、 医療的ケアの実施や

支援を行いま す。  

・ 園医は、 こ ど も の定期健康診断を行いま す。 ま た、 必要に応じ て職員の相談に対し

て助言等を行いま す。  

 

３ ） 医療的ケアの物品管理 

こ ど も 園は、 医療的ケア実施場所について、 こ ども が安全で安心し て受けら れる よ

う 調整を 行いま す。  

 ま た、 物品や備品について、 登園時に受け取り 、 衛生的に保管・ 管理をし ま す。  

 

４ ） 文書管理 

   医療的ケア児の保育及び医療的ケア実施に関する 文書は、 医療的ケアを実施する こ

ども 園と こ ども 園運営課で必要期間保管し ま す。  
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６  リ ス ク マネジメ ント  

 

１ ）  緊急時の対応 

・ こ ど も 園は、 医療的ケア児の健康管理・ 事故防止のため、 主治医、 園医の協力のも

と に保育を 実施し ま す。 緊急時の対応など 保護者と 相談し 、 情報を共有し ておき ま

す。  

・ 体調の急変等の緊急時は速やかにこ ども 園園長の指示のも と 、 主治医の医療機関及

び保護者に連絡し 、 必要に応じ て救急車で医療機関に搬送し ま す。  

・ 保護者は、 こ ども の体調が悪化し た場合、 こ ど も 園が保育の継続が困難と 判断し た

場合、 こ ど も 園から の連絡によ り こ ど も の引き 取り をし ま す。 救急車等での搬送時

には病院に直行し ま す。  

 

２ ）  感染対策 

・ こ ど も 園は感染予防対策と し て、 手洗い、 消毒等を行い、 こ ど も への感染を未然に防

ぐ よ う 行動し ま す。  

・ 感染症が流行し た際には、 速やかに保護者と 情報を共有し ま す。  

・ 医療的ケアを 実施する 看護師は、こ ど も の日々の健康状態を把握し 、保育教諭と 情報

を 共有し 、 異常の早期発見や予防に努めま す。  

 

３ ）  災害等への対応 

・ 万が一保護者等がお迎えに来ら れないこ と がある 可能性を 想定し 、 医療的ケアに必

要な物品を １ 日分こ ども 園に持参し 、保管し てく ださ い。医療的ケアに応じ て、薬や

栄養剤等も 同様に保管し てく ださ い。  

 

 



資料２  

 

 

令和７ 年 11 月６ 日 

 

ラ イ フ サポート 事業に関する 事業者アンケート の実施について 
 

（ 静岡市保健福祉長寿局障害者支援推進課）  

１  趣旨 

 〇 静岡市で実施し ている 「 重症心身障がい児（ 者） ラ イ フ サポート 事業（ 以下単に

「 ラ イ フ サポート 事業」 と いう 。）」 に関し て、 補助対象者と なる こ と ができ る 事業者

に対する アンケート を実施する 。  

○ 本アンケート を 実施する こ と で、 ラ イ フ サポート 事業の課題の洗い出し 等を行い、

今後の制度設計（ ラ イ フ サポート 事業を 利用する 事業所の増加に資する も の） に活用

する 。  

 

２  ラ イ フ サポート 事業に関する 事業者アンケート  概要 

実施期間 令和７ 年 10 月 24 日（ 金） から 令和７ 年 11 月 28 日（ 金） ま で 

対象事業所 次のいずれかの障害福祉サービス 等を 提供し ている 事業所 

① 生活介護（ 78 事業所）  

② 自立訓練（ 10 事業所）  

③ 児童発達支援（ 100 事業所）  

④ 放課後等デイ サービス （ 209 事業所）  

※括弧内の事業所数は、 令和７ 年４ 月１ 日時点の数 

アンケート 設問

（ 概要）  

１  基本情報 

 ・ 事業所名 

・ 提供し ている サービス の種別 

・ 事業所において受け入れている 障害者（ 児）  

２  ラ イ フ サポート 事業について 

 ・ ラ イ フ サポート 事業の認知度・ 制度利用の有無 

 ・ ラ イ フ サポート 事業の制度を 知り ながら 利用し なかった理由 

 ・ ラ イ フ サポート 事業の改善すべき 点   等 

実施方法 ・ 対象事業所に対し て、 一斉メ ールを 用いて案内 

・ 回答は、 静岡市電子申請シス テム（ ロ ゴフ ォ ーム） に入力 

 

３  今後の流れ（ 予定）  

時期 内容 

令和７ 年 11 月 28 日（ 金）  事業者アンケート  終了 

令和７ 年 12 月～令和８ 年１ 月 アンケート 回答 集計・ 分析 

令和８ 年２ 月以後 ラ イ フ サポート 事業の見直し 箇所整理・ 庁内調整 

 



福祉職医療職

９３名４５名実相談者数

５１４件１９５件延べ相談件数

３８件４７件延べ訪問件数

１．相談実績（R７.９月３0 日時点）

資料３

２．地域のコーディネーターへの引継ぎ

静岡市医療的ケア児等コーディネーター活動報告静岡市医療的ケア児等コーディネーター活動報告

３．その他業務

実施状況内 容

ケース① Ａさん 小４
医療的ケア：血糖コントロール、
インスリンポンプ個別指導

引継ぎ
モニタリング

ケース② Ｂさん 小２
医療的ケア：中心静脈栄養、胃瘻

内 容

・３区子育て支援コーディネーターの会議に参加し、医ケア児等の情報
共有（４/２４）
・静岡県立こども病院地域医療連携室と情報共有（5 /2 3 )
・静岡県の出張相談（6 /5 、9 /2 4 、1 0 /8 ）
・葵・駿河区連絡調整会議にて事業周知（６/１０、9 /9 ）
・清水区連絡調整会議にて事業周知( ６/１１、9 /1 0 ）
・学校看護師との打ち合わせ（5 /3 0 、7 /9 ）
・長浜障害者自立支援協議会との意見交換会参加( 6 /1 9 )
・葵区子育て支援課との意見交換会（9 /8 ）
・医療的ケア児等コーディネーターメーリングリストの運用開始

４．今後の活動予定

意見交換会の新規実施
対象：医療的ケア児の保護者
目的：医療的ケア児の親同士が気軽に繋がれる場をつくる
内容：年齢や生活に応じたテーマを設定して開催





静岡県　 医療的ケア児者の実態調査票 ※令和７ 年５ 月１ 日現在
　※No11～3000までは非表示にしているため、行が足りない場合は再表示をしてください。

①医療的ケア児者の状態 ②就学・ 就業の状況 ③サービス 利用状況 ④災害時の対応

障害者手帳
所持状況

居住状況

障
害
者
手
帳
の
有
無

（

身
体
・
療
育
）

身
体
（

等
級
）

療
育
手
帳
（

程
度
）

居
住
場
所

居
住
市
町

報
告
市
町
以
外
に
居
住

（

自
動
入
力
）

人
工
呼
吸
器
管
理

気
管
切
開
の
管
理

鼻
咽
頭
エ
ア
ウ
ェ

イ
の
管

理 酸
素
療
法

吸
引
（

口
鼻
腔
・
気
管
内

吸
引
）

ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー

の
管
理

経
管
栄
養
（

経
鼻
胃
管
・

胃
瘻
・
経
鼻
腸
管
・
腸

瘻
・
食
道
瘻
・
持
続
経
管

注
入
ポ
ン
プ
使
用
）

中
心
静
脈
カ
テ
ー

テ
ル
の

管
理

（

中
心
静
脈
栄
養
・
肺
高

血
圧
症
治
療
薬
・
麻
薬
な

ど
）

皮
下
注
射
（

イ
ン
ス
リ

ン
・
麻
薬
な
ど
、

持
続
皮

下
注
射
ポ
ン
プ
使
用
）

血
糖
測
定
（

持
続
血
糖
測

定
器
に
よ
る
血
糖
測
定
を

含
む
）

継
続
的
な
透
析
（

血
液
透

析
、

腹
膜
透
析
を
含
む
）

導
尿
（

間
欠
的
導
尿
、

持

続
的
導
尿
（
（

尿
道
留
置

カ
テ
ー

テ
ル
・
膀
胱
瘻
・

腎
瘻
・
尿
路
ス
ト
ー

マ
）
）

排
便
管
理
（

消
化
管
ス

ト
ー

マ
・
摘
便
、

洗
腸
・

浣
腸
）

痙
攣
時
の
坐
剤
挿
入
、

吸

引
、

酸
素
投
与
、

迷
走
神

経
刺
激
装
置
の
作
動
等

不
明

施
設
入
所
支
援

障
害
児
入
所
支
援

療
養
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

短
期
入
所

生
活
介
護

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

児
童
発
達
支
援

訪
問
看
護

そ
の
他

利
用
な
し

不
明

記載例
①

湖西市 5 男 なし 非該当 在宅 下田市 1 1 1 保育所・ 幼稚園 普通学校 1 1 なし なし

記載例
②

湖西市 15 不明 あり 1 A1 該当 入所・ 入院 湖西市 1 1 1 小学校
特別支援

学校
1 1 1 1 あり あり

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

あり の数↑　 　 　 　　 　 　 　 ↑該当の数 あり の数↑ ↑あり の数

  

医療的ケアの内容
（ 医療的ケアの詳細については、 障害福祉サービ ス 等利用における 医療的ケア判定ス コ アに準拠）

事業所によ る サービス 名
（ サービス を 利用し ている 場合）

※レ ス パイ ト 入院含む

No.

⑤
ク
ロ
ス
集
計
不
可

報
告
市
町
（

援
護
の
実
施
者
）

年
齢
（

歳
）

性
別

重
症
心
身
障
害
児
者

就
学
・
就
業
の
状
況

小
中
高
の
種
類

(

小
・
中
高
の
場
合
に
選
択
）

避難行動要
支援者名簿
への登録の

有無

個別避
難計画
の有無

市町名 担当課 担当者氏名 電　 話 メ ールアド レ ス

＜その他市町における調査推奨項目＞

①医療的ケア児者の状態

・ 医療的ケアの主たる 実施者

・ 主な基礎疾患

・ かかり つけ医

②就学等状況

・ 保育所への通園希望の有無

・ 学校への付添等の課題

③支援利用状況

・ 利用事業所、 施設名

・ 不足し ている サービ ス

・ 日中の居場所

④災害時の対応

・ 避難先

・ 人工呼吸器の種類、

電源確保状況

⑤その他

・ 介護の状況（ 主な介護者、 ケアの回数・ 時間等）

・ 家族から の要望、 悩み、 困り ごと （ 障害福祉サービ ス 等）

・ ご家族の就業状況、 希望

資料4-②




